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ジ

 
規

則

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
新
産
業
振
興
課
）　

　

一

〇
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
職
業
能
力
開
発

　

校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　

　

一

〇
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿

　

舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
農
業
振
興
課
）　

　

一

 
教
育
委
員
会

〇
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校

　

の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

二

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
地
域
手
当
）
の
一
部
委
任 

三

 
規

則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
六
号

　
　
　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
表
面
観
察
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
七
号

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の

特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
職
業
能
力
開
発
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）」
に
、「
当
該
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
題
名
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
条
及
び
第
二

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
九
十
八
号
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円



平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
に
伴
う
農
業
大
学
校
の
寄
宿
舎
料
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月

十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）」
に
、「
当
該
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
題
名
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
条
及
び
第
二

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特

例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮　
城　
県　
教　
育　
委　
員　
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等

の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
中
学
校
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
等
の
特

例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
（
以
下
「
今
回
の
地
震
」
と
い
う
。）
に
よ
る
災
害
」
を
「
東

日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
中
「
今
回
の
地
震
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
中
「３

罹
災
証
明
書
等
は
，
入
学
者
選
抜
手
数
料
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
，
不
要
と
す
る

。」

を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
題
名
の
改
正
規
定
並
び
に
第
一
条
及
び
第
二

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

　
　
　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
三
及
び
四
の
項
の
委
任
事
項
の
欄
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三－

二
十
一

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
号
、
第
十
条
第
二
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
か
ら
別
表
第
四
に
掲
げ
る
地
域
又
は
官
署
」

を
「
に
掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
中
「
又
は
第
十
一
条
の
五
」
を
「
、
第
十
一
条
の
五
又
は
附
則
第
三
十
四
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
読
替
え
）

２　

人
事
院
規
則
九－

四
九
（
地
域
手
当
）
附
則
第
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
、
第
九
条
第
二
号
、
第
十
条
第
二
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号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
、「
別
表
第
一
及
び
附

則
別
表
」
と
す
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
四
項
を
加
え
る
。

　

（
特
定
警
察
官
等
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
の
特
例
）

４　

給
与
条
例
附
則
第
三
十
四
項
の
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生

し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
る
被
害
を
受

け
た
こ
と
に
伴
う
警
察
の
事
務
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
、
人
事
交
流
等
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
限
る
。）

に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
者
と
す
る
。

５　

警
察
庁
の
警
察
官
又
は
皇
宮
護
衛
官
か
ら
特
定
警
察
官
等
（
給
与
条
例
附
則
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
定
警
察

官
等
を
い
う
。
次
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
第
九
条
第
二
号
及
び
第
十
条
第

二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
の
国
家
公
務
員
等
」
と
あ
る
の
は
「
の
警
察
庁
の
警
察
官

又
は
皇
宮
護
衛
官
」
と
、
第
九
条
第
二
号
中
「
国
家
公
務
員
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
地
方
公
務
員
又
は
第
十

一
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続

き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
庁
の
警
察
官
又
は
皇
宮
護
衛
官
か
ら
特
定
警
察
官
等
（
給

与
条
例
附
則
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
定
警
察
官
等
を
い
う
。）」
と
、
第
十
条
第
二
号
中
「
国
家
公
務
員
等
で
あ
っ

た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
警
察
庁
の
警
察
官
又
は

皇
宮
護
衛
官
か
ら
特
定
警
察
官
等
（
給
与
条
例
附
則
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
定
警
察
官
等
を
い
う
。）」
と
す
る
。

６　

給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
か
ら
特
定
警
察
官
等
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
第
九
条
第
二

号
及
び
第
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
二
号
中
「
国
家
公
務
員
、
給
料
表
の
適
用
を
受
け

な
い
地
方
公
務
員
又
は
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
た
者
か
ら

人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
都
道

府
県
警
察
の
警
察
官
（
以
下
「
他
の
都
道
府
県
警
察
官
」
と
い
う
。）
か
ら
特
定
警
察
官
等
（
給
与
条
例
附
則
第
三

十
四
項
に
規
定
す
る
特
定
警
察
官
等
を
い
う
。）」
と
、「
国
家
公
務
員
等
と
し
て
人
事
院
規
則
九－

四
九
（
地
域
手

当
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
都
道
府
県
警
察
官
と
し
て
当

該
他
の
都
道
府
県
警
察
官
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
に
つ
い
て
定
め
る
条
例
に
よ
る
地
域
又
は
公
署
に
係
る

地
域
手
当
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
を
い

う
。）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
又
は
公
署
」
と
、
第
十
条
第
二
号
中
「
国
家
公
務
員
等
で
あ
っ
た

者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な

い
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
（
以
下
「
他
の
都
道
府
県
警
察
官
」
と
い
う
。）
か
ら
特
定
警
察
官
等
（
給
与
条
例
附

則
第
三
十
四
項
に
規
定
す
る
特
定
警
察
官
等
を
い
う
。）」
と
、「
国
家
公
務
員
等
と
し
て
人
事
院
規
則
九－

四
九
別

表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
又
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
官
署
」
と
あ
る
の
は
「
他
の
都
道
府
県
警
察
官
と
し
て
当
該
他
の

都
道
府
県
警
察
官
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
に
つ
い
て
定
め
る
条
例
に
よ
る
地
域
又
は
公
署
に
係
る
地
域
手

当
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
手
当
を
い
う
。）

が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
地
域
又
は
公
署
」
と
す
る
。

７　

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
警
察
官
等
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
十
一
号

　
　
　

人
事
委
員
会
の
権
限
（
地
域
手
当
）
の
一
部
委
任

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二－

二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
職

員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
及
び
人
事
委
員
会
規
則
七－

五
十
三
（
地
域

手
当
）
に
定
め
る
人
事
委
員
会
の
権
限
の
一
部
の
委
任
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
決
定
し
た
。

　

な
お
、
平
成
十
九
年
宮
城
県
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

受
任
者

　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会
事
務
局
長

二　

委
任
す
る
権
限

�
　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
及
び
人
事
委
員
会
が
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

給
与
条
例
第
十
一
条
の
五
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
及
び
人
事
委
員
会
が
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

給
与
条
例
附
則
第
三
十
四
項
の
表
の
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
、
人
事
委

員
会
の
定
め
る
期
間
及
び
人
事
委
員
会
の
定
め
る
割
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
七－

五
十
三
第
四
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
七－

五
十
三
第
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
七－
五
十
三
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
。

�
　

規
則
七－

五
十
三
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

�
　

規
則
七－

五
十
三
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
定
め

（3）　 平成23年12月28日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第113号　　 



る
こ
と
。

三　

委
任
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

号外第113号　平成23年12月28日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）


